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工事番号

工事名 令和8年度地蔵後中継ポンプ場No.4水中ポンプ更新工事（その2）

執行年度 令和 8 年度
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（１）№4汚水ポンプ

機器費

共通仮設費

仮設費

本 工 事 費 内 訳 書

工種 数量 単位 単価 金額 摘要

　小　計

（１）ポンプ交換工

現場管理費

契約保証費用

一般管理費

　消費税

　合　計



仕 様 書 

第１章 総則 

 

１．工事概要 

名  称：令和 8年度地蔵後中継ポンプ場 No.4 水中ポンプ更新工事（その 2） 

場  所：龍ケ崎市馴柴町１２７－１ 地蔵後中継ポンプ場 

期  間：契約の日から令和９年３月３１日まで（検査期間１４日間を含む） 

 

２．参考図書等 

  仕様書、特記仕様書、設計書に記載されていない事項に関しては、以下の図書を参考にする。 

 (1) 『公共建築工事標準仕様書(建築工事編)』（最新版）『公共建築工事改修標準仕様書(機械設

備工事編)』（最新版）『公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)』（最新版） 

 (2) 標準仕様書等に記載のない特別な材料、工法については当該製品の指定工法による。 

 

３．工事仕様 

 (1) 本工事は、設計図書（仕様書・設計図）に記載する工事の一切を、工事に関係する法令に従

い、基準に準じて施工するものとする。 

 (2) 設計図書、標準仕様書に記載のない事項については、メーカーの指定工法とする材料の納入

にあたっては、事前に材料使用届を提出し、監督職員の承諾をうけた後、納入するものとする。 

 (3) 材料等については、設計図書に規定するもの又は、同等品とする。ただし、同等品とする場

合は、同等以上であることを証明する資料を添付し、監督職員の承諾を受けること。 

 (4) 請負者は、使用材料・製品に対して、引渡しの日から２年間責任を負うものとする。（瑕疵

期間２年間） 

 (5) 施工中に発見された設計図書の不適当と思われる部分または改善点が発見された場合は、早

急に監督職員に報告すること。 

 

４．工事内容等 

 (1) 既設主ポンプ撤去・処分及び主ポンプの新設 

 ⅰ）新設する主ポンプの仕様等は「第２章 主ポンプ設備」による 

   ⅱ）撤去・処分する主ポンプは「第３章 撤去工事」による 

 

５．別途発注工事 

 (1) 令和７～８年度地蔵後中継ポンプ場水中ポンプ更新工事 

 

６．工事施工上の注意 

 (1) 建設工事請負契約書並びに龍ケ崎市建設工事施工適正化指導要領に基づく現場代理人及

び主任（監理）技術者を選定する。 

 (2) 作業従事者は必ずヘルメットを着用し、名札・腕章等により社名及び氏名を明らかにし、身

分の周知を図ること。 



 (3) 工事の安全管理には十分注意し、工事着手前に安全ミーティングを行い、事故のないように

施工すること。 

 (4) 工事の施工に関しては、地蔵後中継ポンプ場内であり、職員及び維持管理受託業者が使用す

る場合があることから、安全管理には万全を期すこと。また、施工及び材料搬入等に際しては、

発注者と協議し、施設運営に支障のないよう行うこと。 

 

７．提出書類 

 (1)  契約書、〈添付〉（予定）工程表、現場代理人選任届、着手届 

 (2)  下請負人通知 ※下請負が有る場合 

 (3)  施工体制台帳、施工体系図 ※下請負が有る場合 

 (4)  技能士資格証明書 

 (5)  実施工程表 

 (6)  施工図 

 (7)  材料使用届 

 (8)  出荷証明書・納品書 

 (9)  工事の記録書（工事写真等） 

 (10) 工事日報 

 (11) 完了届 

 (12) その他、監督職員が指示する書類もしくは、監督職員検査確認書及び特記仕様書にある書    

類 

 

８．その他 

 (1) 本工事により発生する残材は、法令に基づき適正に処分するものとする。 

 (2) 近隣住民、施設利用者等から質問等を受けた場合、または事故等が発生した場合は、速やか

に監督職員へ連絡し、報告書を提出すること。  

 (3) 仕様書に明記のない事項及び工事施工上問題が生じた場合は、早急に監督職員に報告するこ

と。 

 (4) 工事中に取合い部その他工事範囲外に汚損を生じた場合は、原型に復元すること。 

 (5) 契約金額が4,500万円未満の工事については、現場代理人を兼務することができる。ただし、

現場代理人を兼務できる件数は 2 件までとする。 

 (6) 建材・接着剤・塗料等については、シックハウス対策を考慮し F☆☆☆☆仕様とし、尚完成

時には、必要に応じ環境測定を行うものとする。 

 (7) 全ての建材においてノンアスベスト製品を使用すること。 

 

９．支払い方法 

   完了検査合格後に適法な請求書を受理した日から４０日以内に指定の金融機関口座に振込む

ものとする。 



第２章 主ポンプ設備 

 

１．使用目的 

  水中ポンプは、スクリーンを通過し砂等を除去した汚水を、揚水するものである。 

 

２．仕様 

項目 №4主ポンプ仕様 

（１）型 式 KS-SP 着脱式水中スクリューうず巻ポンプ 

（２）口 径 200ｍｍ 

（３）吐出量 4.5 ㎥/min 

（４）全揚程 12ｍ 

（５）出 力 15ｋＷ 

（６）電 圧 200Ｖ 50Ｈｚ 

 

３．特記事項 

  ・型式は着脱型式とする。 

  ・吸い込み管はなしとする 

  ・予旋回槽はなしとする。 

  ・着脱装置は流用とする。 



第３章 撤去工事 

 

１．機器撤去 

 

機器撤去範囲 

名称 仕様 設置場所 数量 備考 

№4主ポンプ 
吸込みスクリュー形水中汚水ポンプ 

φ200ｍｍ×4.5 ㎥/min×12.0ｍ 
ポンプ井 １ ポンプ本体 

 



位置図

地蔵後中継ポンプ場

龍ケ崎市馴柴町127-1


